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加工施設の閉じ込めの機能に係る補足説明資料 

【公開版】 

本資料は，【濃縮個別 13 R4】の改訂版（R5）である。改訂内容は以下のとおり。 

〇 今回の申請対象機器において，UF6を大気圧以下で取り扱う設計であることを明確にする。 

〇 逆流防止に係る設計について，技術基準規則の要求事項及び設計に変更がないことを明確にす

る。 

〇 申請対象設備の技術基準規則への適合要否を示す表については，「濃縮個別 05 設工認対象機器

の技術基準適合に係る整理表について」に統合する。 

※【濃縮個別 13 R4】から変更した部分を青字にて示す。
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1. 概要 

本資料は，第 4 回及び新型遠心機への更新等に係る申請の【加工施設の閉じ込めの機能

に関する説明書】（以下「説明書」という。）において説明した事項に関して，申請内容の

妥当性，記載内容の根拠等について説明するものである。 

 

2. 申請対象と技術基準規則の関係 

第 4 回及び新型遠心機への更新等に係る申請において説明する内容は，事業変更許可

申請書における閉じ込め機能に係る設計であり，技術基準規則「第 10 条 閉じ込めの機

能」，「第 15条 材料及び構造」，「第 18 条 警報設備等」，「第 21 条 核燃料物質等による汚

染の防止」，「第 23条 換気設備」に基づく説明である。ただし，「第 15 条 材料及び構造」

への適合に係る強度計算，「第 18 条 警報設備等」への適合に係る警報機能及びインター

ロックの機能詳細については，それぞれの説明書にて説明することとし，【加工施設の閉

じ込めの機能に関する説明書】でそれらを呼び込むこととする。 

 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項 

説明書での申請内容に関する補足説明を添付１に示す。 
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添付１ 

 

変更内容に係る補足説明事項について 
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第 4 回申請分 
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新型遠心機への更新等に係る申請分 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

(3) 遠心分離機は，回転体が破損しても外筒（ケーシング）の真空気密性能が十分に保た

れるように，破壊試験等により裏付けられた強度設計を行う。 

回転体が破損してケーシングに衝突しても真空気密性能を確保できるように，ケーシ

ング肉厚を破壊評価試験により確認した最低肉厚以上を確保し，遠心分離機内の UF6 を

ケーシング内に閉じ込める設計とし，遠心分離機の回転数が破壊評価試験により確認さ

れた回転数以下となるように，高周波電源設備の高周波インバータ装置に周波数を制限

する遠心機過回転防止機能を設ける。（注3） 

 

 

4. 漏えい拡大防止及び影響軽減 

・UF6を取り扱う配管等は，保温材等により覆われていない部分からUF6が直に漏えい

しないよう，カバー又はシートを施工し，UF6の漏えい時に，従事者がUF6及びHFに

直接暴露されることを防止する設計とする。概要を図1に示す。（注3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊3：インターロックについては，「警報設備等に関する説明書」に示すとおりで

ある。 

 

（注3）左記の記載については，上記に移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注3）漏えい拡大防止及び影響軽減 

UF6を取り扱う配管等は，保温材等により被われていない部分からUF6が直に漏え

いしないよう，カバー又はシートを施工し，UF6の漏えい時に従事者がUF6及びHFに

直接暴露されることを防止する設計とする。 

今回の申請においては，カスケード設備の遠心分離機及び主要配管を対象にカバ

ー又はシートの施工を行う。 

密集した配管等については，直接カバーを施工することが困難であることから配

管等を設置するエリアをシートで覆いまとめて囲う設計とする。シートで覆われな

い部分については，保温材と同様に配管に直接カバーを施工する設計とする。 

シートの施工においては，シート取付け用構造材を用いてシートを施工する設計

とする。 

また，カバー又はシートはUF6及びHFに対して耐食性を有する材料（カバー：ア

ルミニウム（耐食性を有する不燃性材料），シート：ポリオレフィン系エラストマー

シート（耐食性を有する難燃性材料））を使用する設計とする。 

なお，シートの取付け用構造材（鋼材）は軽量であるため，地震により倒れ，UF6

を内包する機器に接触したとしても，UF6を内包する機器は十分な肉厚等を有してお

り，損傷，貫通して閉じ込め機能を損なうことはない。概要を図 1 に，施工範囲の

概要を別添1に示す。 

 

 

（注4）核燃料物質等の逆流防止 

逆流防止に係る設計において，カスケード設備は，核燃料物質等を取り扱わない窒

素ガス配管と接続するが，本申請における主要配管の範囲に核燃料物質を取り扱わな

い配管（窒素配管）の接続口がないことから核燃料物質等を取り扱わない配管に核燃

料物質等が逆流するおそれはない。（窒素配管との接続口は，別途申請する「新規制基

準への適合に係る申請（第1回申請～第5回申請）」の第4回申請の範囲である。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項及び設計に対する変更の有無を明

確にするために記載を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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別添１ 

13



 

14



 

15




